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兵庫県マスコット 
     はばタン 

お問合せ先 
    兵庫県健康福祉部健康局健康増進課 
     〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目 10 番１号 
         TEL：078-341-7711（内線 3282）  FAX： 078-362-3913  
          E-mail：kenkouzoushinka@pref.hyogo.lg.jp  
                         詳しくはこちらから 兵庫県 チャレンジ企業 

 

 

平成　　年　　月　　日

兵庫県知事　様

【企業・団体概要】（登録を希望される事業所単位でご記入ください）

所在地

　常用
労働者数

所属

TEL

FAX
メール

アドレス

※上記の項目のうち★の項目については、県ＨＰでご紹介します。         ※掲載を希望されない企業はこちらに○ → (      )

　＜ご提出先＞　　　　　　   FAX：０７８－３６２－３９１３（兵庫県健康増進課） 

　　いずれか一方にご提出下さい  　Ｅ－ｍａｉｌ：kenkouzoushinka@pref.hyogo.lg.jp

健康づくりチャレンジ企業登録申込書

(ふりがな)
★名称

（　　　　　             　　　　　）
(ふりがな)

代表者職･氏名

（　　　　　                  　　　　　　　）

            -
　　　　　　　市　　　　　　　区
　　　　　　　郡　　　　　　　町

★　業種
(該当のものに○）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人

１ 医療・福祉　２ 製造業　３ 金融・保険業　４ 建設業

５ 卸売・小売業　６ 情報通信業　７ 運輸・郵便業

８ 生活関連サービス業　９ 複合サービス事業
10 専門サービス業　11 その他サービス業

12 その他（　　　　　　　　　　     　　　　）

　加入医療保険者
　（該当のものに○）

 １　健保（単一）　　　２　健保（総合）　　　３　協会けんぽ兵庫支部　　　４　その他（　　　　　　　）

★　ホームページ
   　　 ＵＲＬ

担当者

(ふりがな)

氏名

(                                                    )

 (        )           -

 (        )           -

下記の該当項目に○をお願いします（必須）

「健康づくりチャレンジ企業」の登録要件をすべて満たしていますか？
　  企業との協働による健康づくり実施要領第５条
    （チャレンジ企業の登録要件）
       第５条　登録の対象とする者は、次のいずれにも該当する企業とする。
　　　　 (1)　従業員及び家族の健康づくりに意欲を有し、かつ兵庫県内に所在する事業所であること
          (2)　雇用保険の適用事業主であること
          (3)　医療法、薬事法、健康増進法等の関係法令や、労働関係法令に違反する行為を行って
                いないこと
          (4)　過去３年間に悪質な不正行為により本来受けることのできない助成金等を受け、または
                受けようとしたことにより助成金等の不支給措置を取られていないこと
          (5)　県税滞納がないこと
          (6)　風営法第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客
                業務受託営業のうち店舗型性風俗特殊営業から委託を受けて当該営業を行う事業主
                でないこと
          (7)　特定の政治団体や宗教活動を行う企業でないこと
          (8)　暴力団排除条例第７条に規定する「暴力団及び暴力団員並びに公安委員会規則で
　　　　　　　 定めるこれらと密接な関係を有する者」に該当する企業でないこと
          (9)  その他、県が不適当とみなした企業でないこと

→　はい

（協会けんぽ兵庫支部に加入されている場合）

→　同意します
協会けんぽ兵庫支部が実施する企業・団体への健康づくりのサポートにあたり、同支部へ
の情報提供（上記「企業・団体概要」）を同意される場合は、右記に○をお願いします。
※兵庫県と協会けんぽ兵庫支部は、「健康づくりに関する包括協定」を締結しています。

〒

当事業の趣旨に賛同し、従業員・職員及びその家族の健康づくりの支援に取り組みたいので、

「健康づくりチャレンジ企業」への登録を申し込みます。



 
【対   象】 兵庫県内で従業員・職員とそのご家族の健康づくりを積極的に応援する 

企業・団体等。 私立学校、福祉施設、病院等も対象です。 
【登録方法】 申込書（裏面）をＦＡＸ、または兵庫県ホームページから入力 
【補助金申請】 補助金の交付を受けるには、事前に県に申請し、決定を受ける必要があります。 
       なお、消費税は補助の対象外です。 
 

従業員・職員の健康づくりに効果的な健康教室や講演会等の開催に対し、補助します。 
(1 ) 対象事業の例 
   ア がん検診や特定健診の受診促進に向けた講演  イ 食生活改善のための講演 
   ウ 運動教室の開催                       エ 歯科健診・保健指導の実施  等 
(2 )  補助金額：上限 10 万円／年 
(3 )  対象経費：講師等謝金(※教室参加人数毎に上限有り)・旅費、会場賃借料など   
(4 )  そ の 他：申請の際は、内容等の審査を行います。 
  
【問合せ先】兵庫県健康福祉部健康局健康増進課 
℡0 7 8 - 3 4 1 - 7 7 1 1（内）32 8 2  E -mail:kenkouzoushinka@pref .hyogo.lg.jp 
 

空きスペース等を活用し、従業員・職員の健康づくりの場として整備することを目的に、運動用具・健康管理機器等の
購入費・施設改修費等の一部を補助します。 
(1 ) 補助対象事業・補助上限額 
ア 健康管理の場づくり   健康管理機器２台以上：30 0 千円 
イ 施設改装・運動施設整備 施設面積 10 ㎡以上、改装または運動用具等２台以上：1 ,0 0 0 千円 

      施設面積 2 0 ㎡以上、運動用具等３台以上       ：1 ,5 0 0 千円 
施設面積 50 ㎡以上、運動用具等３台以上          ：2 ,5 0 0 千円 

(2 ) 補助額：補助対象経費の１／２相当額 
(3 )  その他：申請に対し、内容等の審査、確認を行います。 
             整備した運動スペース・用具等は従業員・職員の健康づくり以外の用途に転用できません。  
【問合せ先】兵庫県健康福祉部健康局健康増進課 
 ℡0 7 8 - 3 4 1 - 7 7 1 1（内）3 24 4  E -mail:kenkouzoushinka@pref .hyogo.lg.jp 

生活習慣病等の予防には、定期的な歯の健診や日頃からの適切な食習慣が大切です。企業・団体が行う健康教室等に、専
門人材を派遣しますので、ぜひご活用ください。支援メニューの内容については、各団体にお問合せください。 

 
 
 

 

 
 
 
 
  
    
※ 左面の「１ 健康教室や講演会の開催費補助金」が利用できます。登録や補助金申請に関するお問合せは、 
   兵庫県健康福祉部健康局健康増進課 （℡0 7 8 - 3 4 1 - 7 7 1 1（内）3 2 8 2）まで。 

（公財）兵庫県健康財団から定期的に最新の健康づくりに関する情報や、研
修会の開催案内等をご案内します。 
   ・メールマガジン（月１回程度） 
   ・健康づくり情報誌「PREV E」（年２回）発行     等 
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 「健康づくり推進サポート企業」 は、兵庫県との 「健康づくり応援協定」 に基づき、企業・団体を応援しています。 様々
な支援メニューがありますので、ぜひご活用ください。 
  支援メニューの内容については、各健康づくり推進サポート企業にお問合せください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 左面の「１ 健康教室や講演会の開催費補助金」が利用できます。登録や補助金申請に関するお問合せは、 
  兵庫県健康福祉部健康局健康増進課（℡07 8 - 3 4 1 - 7 7 1 1（内）3 2 8 2）まで 
 

登録は簡単！ 

産業カウンセラー等が各企業・団体を訪問しメンタルヘ
ルス研修や管理監督職に対する相談を実施します。 
(1 ) 費用：無料（兵庫県が委託した専門機関から各企業・

団体に派遣されます） 
(2 ) 内容 
 ア 管理職向け職場環境整備研修 
 イ 従業員向けセルフケア研修 
 ウ ア・イ実施の翌年度以降のフォローアップ研修 
 
 
【問合せ先】（一社）日本産業カウンセラー協会 関西支部 
 ℡０６－４９６３－２０７４ 
E -mail: jigyo- suishin- 4 @jica- kansai.jp 
 

兵庫県マスコット 
    はばタン  

  女性特有の乳がん、子宮頸がんの早期発見・治療に向け、
検診受診費の全部、または一部を補助します。 
(1 )  補助対象者：従業員・職員が 30 0 人以下の中小企業 
(2 )  補 助 額：自己負担相当額 

（各検診とも上限 2 ,0 0 0 円／人） 
(3 )  対象経費：従業員・職員と、その被扶養者が受診した 
乳がん検診(4 0 歳以上)、子宮頸がん検診(2 0  歳以上)
の費用 

 
 
【問合せ先】兵庫県健康福祉部健康局疾病対策課 
 ℡0 7 8 - 3 4 1 - 7 7 1 1（内）3 28８ 
E -mail:shippeita isaku@pref .hyogo.lg.jp 
 

1  健康教室や講演会の開催費補助      

2  運動用具・健康管理機器等整備費補助 

3  メンタルヘルス改善支援事業 4  女性特有のがん検診受診費補助 

5  健康づくり推進サポート企業による応援 
    

6  研修会、検診等への専門スタッフの派遣 

7  健康づくりの情報提供 
条件や手続き等の

詳細は、県ＨＰをご
確認ください！  

企業名 主な支援メニュー 電話 担当

アシックスジャパン(株) 生活動作改善、ランニング、ウォーキング講習会の実施　等 0 6 - 6 4 9 6 - 5 1 6 6 国友
鈴木

デサントジャパン(株) 体力測定プログラム及びセミナープログラムの提供　等 0 6 - 6 7 7 4 - 0 3 3 8 金地

グンゼスポーツ(株) スポーツ施設活用による指導および運動継続支援　等 0 6 - 6 4 2 3 - 4 7 2 1 岩崎

ミズノスポーツサービス(株) スポーツイベントの企画運営支援、スポーツ教室講師派遣　等 0 7 9 7 - 2 5 - 1 1 9 5 太
フトリ

三菱電機ライフサービス(株) 運動・栄養・メンタルヘルスのセミナーやイベントの企画と実施 等 0 6 - 6 4 9 7 - 6 1 7 4 入江
メディカルフィットネス
「アガーラ」 各健康講座の企画・相談・開催、アドバイザードクターによる講演　等 0 7 8 - 2 5 1 - 4 4 4 4 村澤

大塚製薬(株) 食育推進講義、熱中症対策講義による健康提案　等 0 7 8 - 2 2 2 - 7 4 6 0 野中
ファイザー(株)
禁煙学術推進部 たばこ教育や禁煙セミナーへの講師派遣　等 0 3 - 5 3 0 9 - 7 0 0 0 伊達

(公財)兵庫県健康財団 健康づくり・疾病予防等に関する健康教室等への講師派遣　等 0 7 8 - 5 7 9 - 0 6 0 0 山口

団体名 派遣スタッフ 主な支援メニュー チャレンジ企業の負担 電話 担当

(一社)兵庫県医師会 医師 医療とスポーツの知識を有する健
康スポーツ医等の派遣 0 7 8 - 2 3 1 - 4 1 1 4 健康スポーツ医学担当

(一社)兵庫県歯科医師会 歯科医師
歯科衛生士

歯科健診、歯科保健指導の実施、
講演会、お口の悩み相談 0 7 8 - 3 5 1 - 4 1 8 3 堤

(公社)兵庫県栄養士会 管理栄養士
栄養士

講習会・料理教室・調理基礎講座
等の講師紹介 0 7 8 - 2 5 1 - 5 3 1 1 長谷川

(一社)兵庫県柔道整復師会 柔道整復師 職場環境の動作チェックによる姿
勢改善及びケガ予防の指導 0 7 8 - 5 7 6 - 0 9 8 9 永田

・派遣スタッフ謝金
・派遣スタッフ交通費
・資料代
・会場借上費　等


